
個人住民税のふるさと寄附金の取扱いについて

地方自治体への寄附金は、「ふるさと寄附金」として個人住民税の税額控除※が受けられ

ます（東日本大震災により被災した地方自治体以外の地方自治体を含む）。

なお、東日本大震災により被災した地方自治体の救援を目的として、募金団体（日本
赤十字社又は中央共同募金会等）に寄附した場合も「ふるさと寄附金」と取り扱うことと
されています。

平成２３年中に支出した寄附金について、個人住民税の寄附金税額控除を受けるため

には、平成２４年３月１５日（木）までに所得税の確定申告を行うことが必要です。

※街角募金等の匿名による募金は個人住民税の寄附金税額控除の対象になりません。

＜概 要＞

個人住民税額から、基本控除額＋特例控除額に相当する額が控除されます

基本控除額 ：「（寄附金額※1－２，０００円）×１０％」

特例控除額※２：「（寄附金額※1－２，０００円）×（９０％－所得税の限界税率０～４０％）」

※1寄附金額は総所得金額等の３割が上限となります。

※2特例控除額（ふるさと寄附金のみ適用）は個人住民税所得割額の１割が上限となります。

＜ふるさと寄附金の寄附金税額控除額＞

平成２４年３月１５日（木）までに、所得税の確定申告を行うことが必要です。

確定申告時には次の点にご注意ください。

１ 寄附先名称・寄附金額等を、確定申告書に正しく記載してください。

手続き（確定申告書の記載方法）の詳細について

＜所得税の確定申告書Ａ 記載箇所＞

【申告書第二表】

「○ 所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の「⑲寄附金控除」欄に寄附先

所在地及び名称を記載

「○ 住民税に関する事項」欄の「寄附金税額控除 都道府県、市区町村分」欄

  に寄附金額を記載

＜所得税の確定申告書Ｂ 記載箇所＞

  【申告書第二表】

「○ 所得から差し引かれる金額に関する事項」欄の「⑯寄附金控除」欄に寄附先

所在地及び名称を記載

「○ 住民税・事業税に関する事項」欄の「寄附金税額控除 都道府県、市区町村

分」欄に寄附金額を記載

   ※所得税の寄附金控除を受けるためには、申告書第一表の「寄附金控除」欄に記載して

ください。詳細は税務署にお問い合わせください。

２ 確定申告書に、領収書・受領証等を添付してください。

＜税額控除を受けるための手続き＞
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